
 

 

令和 2 年 9 月 18 日  

 

京丹後市入札参加資格登録業者様  

 

京丹後市総務部入札契約課  

 

 

法定外の労災保険の付保について  

 

 

 令和元年６月に改正された、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年

法律第１８号）第７条第１項第１号において、公共工事等に従事する者の業務上の負

傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下、「法定外の労災保険」

という）の保険料を的確に反映した積算を行うことにより、予定価格を適正に定める

ことが、発注者等の責務として位置づけされたことを踏まえ、法定外の労災保険の付

保を要件化することとしましたので、お知らせします。  

  

記  

 

１．保険付保の確認 

   受注者は、その証券等を発注者に提示することとします。  

 

２．適用時期 

   令和２年９月２５日以降に入札公告及び指名通知等を行う案件から適用 

 

３．留意事項 

 受注者は、契約締結後、監督員に提示してください。 




